
目

次

規

則

○
青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
青
森
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国

し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

告

示

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
三

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
四

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
五

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

公
安
委
員
会

○
交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警

務

課
）
…
五

規

則

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
号

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
七
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
更
生
施
設
」
の
下
に
「
、
日
常
生
活
支
援
住
居
施
設
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
号

青
森
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

青
森
県
報
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第
百
三
十
五
号

令
和
二
年三

月
二
十
三
日

（
月
曜
日
）



第
九
条
中
「
更
生
施
設
」
の
下
に
「
、
日
常
生
活
支
援
住
居
施
設
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
一
号

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
１
の
㈢
中
「
三
百
二
十
円
」
を
「
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈣
中
「
生

活
」
を
「
避
難
生
活
」
に
改
め
、
同
１
の
㈤
中
「
生
活
」
を
「
避
難
生
活
」
に
、
「
に
避
難
し
て
い

る
」
を
「
で
避
難
生
活
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
一
の
２
の
㈠
中
「
建
設
型
仮
設
住
宅
」
を
「
建
設

型
応
急
住
宅
」
に
、
「
借
上
型
仮
設
住
宅
」
を
「
賃
貸
型
応
急
住
宅
」
に
改
め
、
同
２
の
㈡
中
「
建

設
型
仮
設
住
宅
の
設
置
に
つ
い
て
」
を
「
建
設
型
応
急
住
宅
の
設
置
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
㈡
の

⑴
中
「
建
設
型
仮
設
住
宅
」
を
「
建
設
型
応
急
住
宅
」
に
改
め
、
同
㈡
の
⑵
中
「
建
設
型
仮
設
住

宅
」
を
「
建
設
型
応
急
住
宅
」
に
、
「
五
百
六
十
一
万
円
」
を
「
五
百
七
十
一
万
四
千
円
」
に
改

め
、
同
㈡
の
⑶
か
ら
⑺
ま
で
の
規
定
中
「
建
設
型
仮
設
住
宅
」
を
「
建
設
型
応
急
住
宅
」
に
改
め
、

同
２
の
㈢
中
「
借
上
型
仮
設
住
宅
」
を
「
賃
貸
型
応
急
住
宅
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
１
の
㈢
中

「
千
百
四
十
円
」
を
「
千
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三
の
３
の
㈠
の
表
中

「

「
を

」

に
」

「

改
め
、
同
３
の
㈡
の
表
中

「
を

」

に
改
め
、
別
表
第
一
の
六
の
１
中
「
若
し
く
は
半
焼
し
」
を
「
半
焼
し
、

」

若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け
」
に
改
め
、
同
六
の
２
中
「
五
十
八
万
四
千
円
」

を
「
次
の
額
」
に
改
め
、
同
２
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈠

㈡
の
世
帯
以
外
の
世
帯

五
十
九
万
五
千
円

㈡

住
家
の
半
壊
又
は
半
焼
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

三
十
万
円

別
表
第
一
の
八
の
３
の
㈡
の
⑴
中
「
四
千
四
百
円
」
を
「
四
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
㈡
の
⑵
中

「
四
千
七
百
円
」
を
「
四
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
㈡
の
⑶
中
「
五
千
百
円
」
を
「
五
千
二
百
円
」

に
改
め
、
同
表
の
九
の
３
中
「
二
十
一
万
千
三
百
円
」
を
「
二
十
一
万
五
千
二
百
円
」
に
、
「
十
六

万
八
千
九
百
円
」
を
「
十
七
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
表
の
十
の
２
の
㈣
の
⑴
中
「
三
千
四
百
円
」

を
「
三
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
㈣
の
⑵
中
「
五
千
三
百
円
」
を
「
五
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表

の
十
一
の
２
中
「
十
三
万
五
千
四
百
円
」
を
「
十
三
万
七
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。
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一
八
、
五
〇
〇
円

二
三
、
八
〇
〇
円

三
五
、
一
〇
〇
円

四
二
、
〇
〇
〇
円

三
〇
、
六
〇
〇
円

三
九
、
七
〇
〇
円

五
五
、
二
〇
〇
円

六
四
、
五
〇
〇
円

五
三
、
二
〇
〇
円

七
、
八
〇
〇
円

一
八
、
八
〇
〇
円

二
四
、
二
〇
〇
円

八
一
、
二
〇
〇
円

一
一
、
二
〇
〇
円

三
一
、
二
〇
〇
円

四
〇
、
四
〇
〇
円

三
五
、
八
〇
〇
円

四
二
、
八
〇
〇
円

五
四
、
二
〇
〇
円

七
、
九
〇
〇
円

五
六
、
二
〇
〇
円

六
五
、
七
〇
〇
円

八
二
、
七
〇
〇
円

一
一
、
四
〇
〇
円

六
、
〇
〇
〇
円

八
、
一
〇
〇
円

一
二
、
二
〇
〇
円

九
、
八
〇
〇
円

一
二
、
八
〇
〇
円

一
八
、
一
〇
〇
円

一
四
、
八
〇
〇
円

一
八
、
七
〇
〇
円

二
、
六
〇
〇
円

六
、
一
〇
〇

二
一
、
五
〇
〇
円

二
七
、
一
〇
〇
円

三
、
五
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇

円

八
、
三
〇
〇
円

一
二
、
四
〇
〇
円

一
五
、
一
〇
〇
円

一
九
、
〇
〇
〇
円

円

一
三
、
〇
〇
〇
円

一
八
、
四
〇
〇
円

二
一
、
九
〇
〇
円

二
七
、
六
〇
〇
円

二
、
六
〇
〇
円

三
、
六
〇
〇
円



別
表
第
二
の
一
の
１
の
㈠
中
「
二
万
三
千
五
百
円
」
を
「
二
万
四
千
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈡

中
「
一
万
五
千
七
百
円
」
を
「
一
万
五
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈢
中
「
一
万
五
千
五
百
円
」

を
「
一
万
五
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈣
中
「
一
万
四
千
四
百
円
」
を
「
一
万
四
千
五
百
円
」

に
改
め
、
同
１
の
㈤
中
「
一
万
五
千
八
百
円
」
を
「
一
万
五
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈥
中

「
二
万
四
千
三
百
円
」
を
「
二
万
五
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈦
中
「
二
万
四
千
五
百
円
」
を

「
二
万
五
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
１
の
㈧
中
「
二
万
二
千
七
百
円
」
を
「
二
万
三
千
六
百
円
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改

正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
の
一
の
１
の
㈠
、
㈡
、
㈣
及
び
㈥
か
ら
㈧
ま
で
の
規
定
は
平

成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
、
改
正
後
の
規
則
別
表
第
一
の
六
の
１
及
び
２
の
規
定
は
令
和
元
年
八

月
二
十
八
日
か
ら
、
同
表
の
一
の
１
の
㈢
か
ら
㈤
ま
で
及
び
２
、
二
の
１
の
㈢
、
三
の
３
、
八
の
３

の
㈡
、
九
の
３
、
十
の
２
の
㈣
の
⑴
及
び
⑵
並
び
に
十
一
の
２
の
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

い
ね
っ
と

弘
前
市
大
字
豊
原

二
丁
目
六
の
一
二
共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
な
ご

み

弘
前
市
大
字
豊
原

二
丁
目
六
の
一
二
令
和二･
三･三一

三
戸
郡
福
祉

事
務
組
合

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
小

渡
八
八
の
二

就
労
施
設

継
続
支
援

Ｂ
型

三
戸
郡
福
祉

事
務
組
合
立

や
ま
ば
と
寮
三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
小

渡
八
八
の
二

〃

三
戸
郡
福
祉

事
務
組
合

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
小

渡
八
八
の
二

施
設
入
所

支
援

三
戸
郡
福
祉

事
務
組
合
立

や
ま
ば
と
寮
三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
小

渡
八
八
の
二

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

い
ね
っ
と

弘
前
市
大
字
豊
原

二
丁
目
六
の
一
二
共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
陽
だ

ま
り

弘
前
市
大
字
原
ヶ

平
三
丁
目
七
の
一

一

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
桜
木
会

む
つ
市
中
央
二
丁

目
一
三
の
一
五

居
宅
介
護
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス

い
こ
い
の
里
む
つ
市
脇
野
沢
渡

向
七
三
の
一

令
和二･
四･
一

社
会
福
祉
法

人
桜
木
会

む
つ
市
中
央
二
丁

目
一
三
の
一
五

重
度
訪
問

介
護

ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス

い
こ
い
の
里
む
つ
市
脇
野
沢
渡

向
七
三
の
一

〃

一
般
財
団
法

人
愛
成
会

弘
前
市
大
字
北
園

一
丁
目
六
の
二

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
な
ご

み

弘
前
市
大
字
豊
原

二
丁
目
六
の
一
二
〃
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社
会
福
祉
法

人
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
虹
八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
一
一

七
の
一

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
や
ま
ば
と
寮
三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
小

渡
八
八
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
虹
八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
一
一

七
の
一

施
設
入
所

支
援

や
ま
ば
と
寮
三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
小

渡
八
八
の
二

〃

株
式
会
社
ラ

イ
フ
サ
ポ
ー

ト

弘
前
市
大
字
高
崎

二
丁
目
七
の
七

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
陽
だ

ま
り

弘
前
市
大
字
原
ヶ

平
三
丁
目
七
の
一

一

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
陽

だ
ま
り
の
家
三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
西
舘
野

四
三
の
二

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
就
労
Ｂ
「
た

ん
ぽ
ぽ
」

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
長
坂
三

五

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し

た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

設

置

の

場

所

指
定
辞
退

年
月
日

三
戸
郡
福
祉
事
務
組
合
立

や
ま
ば
と
寮

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
中
市
字
小
渡
八
八
の
二

令
和二･
三･三一

青
森
県
告
示
第
二
百
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
者
支
援
施
設
を
指
定
し
た

の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

設

置

の

場

所

指

定

年
月
日

や
ま
ば
と
寮

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
中
市
字
小
渡
八
八
の
二

令
和二･
四･
一

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
一
般
相
談
支
援
事
業
を

行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
一
般
相
談
支
援

事

業

者

地
域
相
談

支
援
の
種

類

一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
Ｒ

合
同
会
社

十
和
田
市
稲
生
町

一
九
の
三
五
コ
ー

ポ
マ
サ
三
〇
一
号

室

地
域
移
行

支
援

相
談
支
援
事

業
所
ク
ラ
ル

テ

十
和
田
市
稲
生
町

一
九
の
三
五
コ
ー

ポ
マ
サ
三
〇
一
号

室

令
和二･
四･
一

Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
Ｒ

合
同
会
社

十
和
田
市
稲
生
町

一
九
の
三
五
コ
ー

ポ
マ
サ
三
〇
一
号

室

地
域
定
着

支
援

相
談
支
援
事

業
所
ク
ラ
ル

テ

十
和
田
市
稲
生
町

一
九
の
三
五
コ
ー

ポ
マ
サ
三
〇
一
号

室

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九

十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

な
お
、
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
に
係
る
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
及
び
関
係
市

町
村
土
地
対
策
担
当
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。
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令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

変
更
に
係
る
事
項

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
森
林
地
域
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

森
林
地
域

区
域
を
縮
小
し
た
市
町
村

八
戸
市
、
三
戸
町
、
田
子
町
、
南
部
町
、
階
上
町
、
十
和
田
市
、
三
沢
市
、
野
辺
地
町
、
七

戸
町
、
六
戸
町
、
横
浜
町
、
六
ケ
所
村

二

変
更
の
内
容

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
五
所
川
原
岩

木
線

弘
前
市
大
字
富
栄
字
平
岡
七
の
五
か
ら

弘
前
市
大
字
鼻
和
字
平
岡
一
〇
の
五
ま
で

令
和
二･
三･三〇

公

安

委

員

会

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
八
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

県

道

五
所
川
原
岩

木
線

弘
前
市
大
字
富
栄
字
平
岡
七
の
五
か
ら

弘
前
市
大
字
鼻
和
字
平
岡
一
〇
の
五
ま
で

前

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
一
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
三
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
（
交
番
の
名
称

及
び
位
置
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
（
交
番
の
名
称

及
び
位
置
）

所
轄

警
察

署

名
称

位
置

所
轄

警
察

署

名
称

位
置

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

む
つ

警
察

署

田
名
部
交

番大
湊
交
番

下
北
駅
前

交
番

む
つ
市
田
名
部
町
十

番
十
一
号

む
つ
市
大
湊
新
町
十

一
番
一
号

む
つ
市
下
北
町
二
番

三
十
三
号

む
つ

警
察

署

田
名
部
交

番大
湊
交
番

下
北
駅
前

交
番

む
つ
市
田
名
部
町
十

番
十
一
号

む
つ
市
大
湊
新
町
七

番
十
七
号

む
つ
市
下
北
町
二
番

三
十
三
号

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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島
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青
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月
・
水
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